
感染防止安全計画の策定を要するイベント

その他区域
（平常時）

まん延防止等
重点措置区域

緊急事態措置区域
大声とは：観客が、「通常よりも大きな声量で」、「反復・継続的に」声を発すること

収容定員の設定がない場合
・・・十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）が確保できるかどうかにより判断

○確保できる：収容率50%以下として扱う ×確保できない：収容率50%超として扱う

5,000人超 のイベントは計画策定が必要

感染防止安全計画（以下「計画」）策定は「大声なし」が前提。
※「大声あり」のイベントは従来通りの制限で「チェックリスト」を作成、公表し開催。

のイベントは計画策定が必要5,000人超かつ収容率50％超

参加人数が事前に把握できない場合
・・・イベント主催者が想定する参加予定人数が5,000人を超えるか否かにより判断

大声なし
十分な人と人との間隔

確保できる 確保できない

5000人超 チェックリスト 計画策定

5000人以下 チェックリスト チェックリスト

大声あり
十分な人と人との間隔

確保できる 確保できない

5000人超 チェックリスト 開催について
慎重に判断5000人以下 チェックリスト

※十分な人と人との間隔が確保できない場合でも、人と人とが触れ合わない程度の間隔を維持でき
る対策が必要。その上で、チェックリストを作成、公表


